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◎
運
動
の
基
本

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

　

運
動
の
重
点

▼
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転
車
乗
用
中

の
交
通
事
故
防
止
（
特
に
反
射
材
用
品
等
の
着
用

の
推
進
・
自
転
車
前
照
灯
の
点
灯
の
徹
底
）

▼
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ

ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

▼
飲
酒
運
転
の
根
絶

▼
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

▼
自
転
車
・
二
輪
車
の
放
置
防
止

9月

30日
は
「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す

日
」
で
す
。
よ
り
一
層
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
し
ま

し
ょ
う
。

自
転
車
の
正
し
い
乗
り
方

　
自
転
車
安
全
利
用
五
則
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
自
転
車
は
車
道
が
原
則
、
歩
道
は
例
外

▼

13歳
未
満
の
子
ど
も
・

70歳
以
上
の
高
齢
者
・
体

の
不
自
由
な
方
・
車
道
や
交
通
の
状
況
か
ら
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、歩
道
を
通
行
で
き
ま
す
。

②
車
道
で
は
左
側
を
通
行

③
歩
道
を
通
行
す
る
場
合
は
歩
行
者
優
先
。

自
転
車
は
車
道
寄
り
を
徐
行

④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

▼
飲
酒
運
転
・

2人
乗
り
・
並
進
・
傘
差
し
運
転
・

運
転
中
の
携
帯
電
話
使
用
等
は
禁
止
で
す
。

▼
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯
。
交
差
点
で
は
信
号

を
遵
守
し
一
時
停
止
・
安
全
確
認
を
。

⑤
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

◆予算案5件

◎平成26年度補正予算

平成26年度新宿区一般会計補正

予算（第4号）

平成26年度新宿区一般会計補正

予算（第5号）

平成26年度新宿区国民健康保険特

別会計補正予算（第1号）

平成26年度新宿区介護保険特別

会計補正予算（第1号）

平成26年度新宿区後期高齢者医

療特別会計補正予算（第1号）

◆決算認定4件

平成25年度新宿区一般会計歳入

歳出決算

平成25年度新宿区国民健康保険

特別会計歳入歳出決算

平成25年度新宿区介護保険特別

会計歳入歳出決算

平成25年度新宿区後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算

◆条例案8件

◎新設の条例

新宿区家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例

新宿区特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例

新宿区放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める

条例

◎一部改正の条例

災害に際し応急措置の業務等に従

事した者の損害補償に関する条例の

一部を改正する条例

新宿区学童クラブ条例の一部を改

正する条例

新宿区保健衛生事務手数料条例の

一部を改正する条例

新宿区地区計画の区域内における

建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例

新宿区立の小学校、中学校及び特別

支援学校の非常勤の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例

◆その他1件

町の区域及び名称の変更について

※提出議案を追加する場合もありま

す。

提出議案
平成26年第3回区議会定例会 　区長が提出した議案は次のとおりです。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）

（5273）3505・（3209）9947へ。

　
生
活
を
立
て
直
し
た
い
、
仕
事
や

家
計
に
関
す
る
相
談
を
し
た
い
が
ど

こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら

な
い
な
ど
、
経
済
的
に
お
困
り
の
方

の
相
談
を
、
社
会
福
祉
士
等
の
資
格

を
持
っ
た
相
談
支
援
員
が
お
受
け

し
、
問
題
解
決
に
向
け
て
支
援
し
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
日
時
】
月
～
金
曜
日
午
前

8時

30分
～

12時
・
午
後

1時
～

5時
（
祝

日
等
を
除
く
）

【
相
談
場
所
】
区
役
所
第

2分
庁
舎

3

階
（
新
宿

5―

18―

21）

【
問
合
せ
】
▼

9月

30日

ま
で
…
地

域
福
祉
課
福
祉
計
画
係
（
本
庁
舎

2

階
）

（

5
2
7
3）

3
5
1
7・


（

3

2
0
9）

9
9
4
8、▼

10月

1日

か

ら
…
福
祉
部
生
活
支
援
相
談
窓
口
（
第

2分
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

3
8

5
3・

（

3
2
0
2）

8
1
7
1へ

。

※
相
談
を
希
望
す
る
方
は
、
な
る
べ
く

事
前
に
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
貸
付
は
無
利
子
で
す
が
所
得
制
限

等
の
要
件
が
あ
り
、
申
請
か
ら
貸
付
ま

で
約

1か
月
か
か
り
ま
す
。
ま
ず
は
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付

　
事
業

　
学
習
塾
等
の
費
用
と
高
校
・
大
学
等

の
受
験
料
を
貸
し
付
け
ま
す
。
連
帯
保

証
人

1名
が
必
要
で
す
。
入
学
し
た
場

合
等
は
返
済
を
免
除
し
ま
す
。

【
対
象
】
中
学

3年
生
、
高
校

3年
生

（
中
学
校
・
高
校
の
既
卒
者
、
高
等
学
校

卒
業
程
度
認
定
試
験
に
合
格
し
た

20
歳
未
満
の
方
も
対
象
）

【
貸
付
限
度
額
】

▼
学
習
塾
や
通
信
添
削
費
等
の
費
用

（

26年

4月
か
ら
受
験
ま
で
の
期
間
が

対
象
）
…

20万
円

▼
高
校
・
大
学
等
の
受
験
料
…
中
学

3

年
生
等
は

2万

7千

400円
、
高
校

3年

生
等
は

10万

5千
円

②
教
育
支
援
資
金
（
生
活
福
祉
資
金
）

　
各
種
奨
学
金
の
利
用
が
難
し
い
世
帯

に
、学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高
校
・
大

学
等
の
入
学
金
・
授
業
料
等
を
貸
し
付

け
ま
す
。
ま
だ
支
払
っ
て
い
な
い
費
用

が
対
象
で
す
。

　
就
学
す
る
本
人
が
借
受
人
、
世
帯
の

生
計
中
心
者
が
連
帯
借
受
人
と
な
り
、

原
則
と
し
て
連
帯
保
証
人
は
不
要
で

す
。
申
請
か
ら
返
済
ま
で
、
民
生
委
員

が
支
援
し
ま
す
。

【
貸
付
限
度
額
】

▼
就
学
支
度
費
（
入
学
金
）
…

50万
円

▼
教
育
支
援
費（
授
業
料
等
）…
月
額
で

高
校
・
専
修
学
校
（
高
等
課
程
）
は

3万

5千
円
、
高
等
専
門
学
校
・
短
期
大
学
・

専
修
学
校
（
専
門
課
程
）
は

6万
円
、
大

学
は

6万

5千
円

【
返
済
期
間
】

14年
以
内
（
卒
業
後

6か

月
は
据
置
）

【
申
請
・
問
合
せ
】
新
宿
区
社
会
福
祉
協

議
会
法
人
経
営
課
（
高
田
馬
場

1―

17

―

20）
①
は

（

5
2
9
2）

3
2
5

0、
②
は

（

5
2
7
3）
3
5
4
1

へ
。

10月1日

から

9月

21日
～

30日や
さ
し
さ
が
走
る
こ
の
街
こ
の
道
路

　
交
通
事
故
防
止
の
た
め
、
交
通
ル
ー
ル
を

守
り
、
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
を
実
践
し
ま
し

ょ
う
。

【
問
合
せ
】
交
通
対
策
課
交
通
企
画
係
（
本
庁

舎

7階
）

（

5
2
7
3）

4
2
6
5・


（

3

2
0
9）

5
5
9
5、

牛
込
・
新
宿
・
戸
塚
・
四

谷
の
警
察
署
交
通
総
務
係
へ
。

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動

教
育

費
の

貸
付

制
度

の
ご

利
用

を

生
活
支
援
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

経
済

的
に

お
困

り
の

方
へ

区
民
意
識
調
査
に

ご
協
力
を

　
区
の
重
要
課
題
に
対
す
る
区
民
の

皆
さ
ん
の
意
識
や
意
向
を
伺
い
、
区

政
運
営
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、

毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
住
民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
に
抽

出
し
た

18歳
以
上
の
区
民

2千

500名

の
ご
自
宅
に
、
調
査
票
を
お
送
り
し

ま
し
た
。
無
記
名
で
回
答
し
て
く
だ

さ
い
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
調

査
結
果
は
統
計
的
に
処
理
し
、
概
要

は
「
広
報
し
ん
じ
ゅ
く
」
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
広
聴
担
当
課
広
聴
係
（
本

庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

4
0
6

5へ
。

9月は28日

　
取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類
（
代
理
人
の

場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
）
等
が
な
い
と
、
届
出
や
証
明
書
等
の
交

付
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に

必
ず
担
当
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な
手
続
き
な

ど
は
、
取
り
扱
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更
の
届
出
（
前

住
所
地
の
区
市
町
村
に
確
認
が
必
要
な
場
合

は
手
続
き
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国

外
か
ら
の
転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
）
、 ▼
外

国
人
住
民
の
住
居
地
届
（
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は

特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り

替
え
る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明
書
）が
必

要
）、▼
住
民
票
の
写
し
、住
民
票
記
載
事
項
証

明
書
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
ご
本
人
か

同
一
世
帯
の
家
族
の
み
。
広
域
交
付
住
民
票

の
写
し
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）、
▼
不
在
住
証

明
書
の
交
付
、
▼
印
鑑
登
録
申
請
・
廃
止
の
届

出
、▼
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
（
印
鑑
登
録

証
（
カ
ー
ド
）
が
必
要
）、
▼
自
動
交
付
機
の
利

用
登
録
申
請
、
▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

申
請
・
交
付（
電
子
証
明
書
は
発
行
で
き
ま
せ

ん
）、 ▼
特
別
永
住
者
に
関
す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録
係
（
本
庁

舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
6
0
1へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書
の
内
容
確
認

等
は
翌
開
庁
日
に
行
い
ま
す
）
、
▼
火
葬
・
改

葬
許
可
証
、
区
民
葬
儀
券
の
交
付
、
▼
戸
籍
・

除
籍
・
改
製
原
戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
・
除
籍
全

部
（
個
人
）
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の
写

し
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
そ
の
戸
籍

に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
と
そ
の
配
偶
者
、
直

系
血
族
（
関
係
が
確
認
で
き
る
書
類
が
必

要
）
の
み
）
、
▼
身
分
証
明
書
、
不
在
籍
証
明

書
の
交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係
（
本
庁
舎

1

階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0
9へ

。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険
等
資
格
喪
失
証

明
書
が
必
要
。
扶
養
家
族
が
い
な
い
と
き
は

退
職
証
明
書
で
も
代
用
可
）
、
▼
資
格
の
喪

失
（
職
場
の
健
康
保
険
証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特

別
永
住
者
証
明
書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り

替
え
る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明
書
）
と

パ
ス
ポ
ー
ト
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資
格
係

（
本
庁
舎

4階
）（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
交
付

（
申
告
等
に
よ
り
税
情
報
が
あ
る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係
（
本
庁
舎

6

階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3
9へ

。

【
開
設
場
所
】
区
役
所
本
庁
舎

1階
（
国
民

健
康
保
険
・
区
税
証
明
は

1階
に
臨
時
窓

口
を
設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

国
民

健
康

保
険

料
の

休
日

納
付

相
談

も
実

施
し

ま
す

第

4日
曜

日
の

区
役

所
本

庁
舎

窓
口

開
設

　
保
険
料
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、
次
回
の

保
険
証
更
新
時
に
、
通
常
よ
り
有
効
期
限
の

短
い
保
険
証
や
資
格
証
明
書
に
切
り
替
わ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
差
し
押
さ
え

な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
機
会
に
相
談
と
保
険
料
の
支
払
い

に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

4時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
納

付
相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

3

8
7
3・

4
5
3
0へ

。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓
口
を
延
長

し
、
相
談
・
納
付
を
お
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設
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午
後
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